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基
準
と
関
連
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
か
な
り
の
ペ
ー
ジ

数
を
割
い
て
詳
細
な
説
明
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
症
状
固
定
時
期
と
症
状

改
善
可
能
性
の
問
題
（
加
害

者
側
か
ら
の
手
術
を
行
え
ば

症
状
は
改
善
す
る
の
で
は
な

い
か
等
の
主
張
）
に
つ
い

て
、
裁
判
例
を
引
用
し
て
論

点
を
整
理
し
て
お
り
、
症
状

固
定
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

裁
判
官
の
講
演
録
に
お
い
て

示
さ
れ
た
解
釈
を
紹
介
し
、

症
状
固
定
に
お
け
る
消
滅
時

効
の
起
算
点
に
つ
い
て
は
、

最
高
裁
の
判
例
を
引
用
紹
介

し
て
解
説
し
て
い
る
。
な

お
、
当
職
が
担
当
し
た
加
重

障
害
に
関
す
る
従
来
の
運
用

を
変
更
し
た
裁
判
例
に
つ
い

て
も
詳
細
な
解
説
が
加
え
ら

れ
て
い
る
の
で
ご
一
読
願
い

た
い
。

　
第
２
章
の
「
部
位
別
認
定

方
法
」
で
は
、
身
体
の
各
部

位
に
発
生
す
る
障
害
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
器
質
的
障

害
や
機
能
的
障
害
が
あ
る

か
、
そ
れ
ら
の
後
遺
障
害
が

ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い

る
か
な
ど
に
つ
い
て
解
説
さ

れ
て
い
る
。
後
遺
障
害
の
認

定
は
解
剖
学
的
観
点
か
ら
眼

か
ら
下
肢
ま
で
の
10
部
位
に

区
分
し
て
判
断
す
る
が
、
そ

の
区
分
ご
と
に
労
災
の
認
定

基
準
を
「
障
害
等
級
認
定
基

準
」
と
し
て
示
し
つ
つ
、
自

賠
責
保
険
の
認
定
実
務
に
関

す
る
著
者
の
経
験
や
知
見
に

基
づ
き
、
「
自
賠
責
障
害
認

定
実
務
」
に
つ
い
て
も
あ
わ

せ
て
解
説
が
さ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
眼
の
障
害
に
お

け
る
流
涙
の
取
り
扱
い
、
脊

髄
障
害
に
お
け
る
特
例
的
取

り
扱
い
、
醜
状
障
害
に
お
け

る
露
出
面
の
範
囲
、
下
肢
の

障
害
に
お
け
る
過
成
長
（
成

長
障
害
）
の
取
り
扱
い
な
ど

に
つ
い
て
労
災
保
険
と
自
賠

責
保
険
の
認
定
の
同
異
に
つ

い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
は
本
書
独
自
の

知
識
情
報
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
後
遺
障
害
の
認

定
実
務
は
医
学
用
語
の
理
解

が
必
要
と
な
る
が
、
本
書
で

は
読
み
方
や
意
味
に
つ
い
て

医
学
文
献
の
引
用
を
含
め
丁

寧
な
説
明
が
な
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
点
で
も
実
務
の
参

考
に
な
る
書
籍
で
あ
る
。

　
第
３
章
の
「
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
」
で
は
、
後
遺
障
害
の

認
定
を
具
体
的
に
理
解
す
る

た
め
に
、
後
遺
障
害
が
争
点

と
な
っ
た
21
の
事
例
を
検
討

し
て
い
る
。
各
事
例
は
、
裁

判
例
等
を
参
考
と
し
て
著
者

が
創
作
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
実
務
家
か
ら
し
て
も

「
あ
り
そ
う
」
な
事
例
の
設

定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
被
害

者
（
依
頼
人
）
が
後
遺
障
害

の
認
定
を
求
め
た
と
こ
ろ
非

該
当
で
あ
っ
た
な
ど
の
た
め

弁
護
士
に
相
談
し
た
と
い
う

状
況
設
定
で
あ
り
、
第
２
章

に
お
い
て
解
説
さ
れ
た
部
位

ご
と
の
障
害
（
眼
の
障
害
か

ら
下
肢
の
障
害
ま
で
）
に
つ

い
て
、
実
践
的
に
活
用
で
き

る
知
識
と
な
る
よ
う
に
事
例

が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

　
法
律
の
実
務
家
が
実
際
に

経
験
で
き
る
部
位
や
障
害
の

形
態
は
限
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
本
書
は
ど
の
よ
う
な

準
備
や
資
料
が
必
要
で
あ
る

か
、
ど
の
よ
う
に
検
討
し
主

張
す
べ
き
か
に
つ
い
て
書
式

を
含
め
て
具
体
的
に
記
載
さ

れ
て
お
り
、
実
際
の
事
例
に

あ
た
る
よ
う
な
感
覚
で
明
確

な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
本
書
は
医
学
的
事

項
に
つ
い
て
、
医
師
で
あ
り

弁
護
士
で
あ
る
平
野
大
輔
氏

の
監
修
を
受
け
て
お
り
、
そ

の
記
載
の
信
頼
性
が
確
保
さ

れ
、
医
学
的
に
裏
付
け
ら
れ

た
解
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
点
も
本
書
が
充
実
し
て
い

る
大
き
な
理
由
の
一
つ
だ
。

　
法
律
実
務
家
の
当
職
か
ら

し
て
も
、
後
遺
障
害
は
な
か

な
か
に
難
し
い
問
題
で
あ

る
。
認
定
に
納
得
で
き
な
い

被
害
者
（
依
頼
人
）
も
実
際

の
と
こ
ろ
多
い
。
依
頼
人
か

ら
相
談
を
受
け
た
弁
護
士

が
、
後
遺
障
害
に
つ
い
て
の

知
識
を
十
分
に
持
っ
て
い
な

け
れ
ば
満
足
な
弁
護
活
動
は

で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

　
本
書
は
、
後
遺
障
害
に
つ

い
て
の
基
礎
知
識
を
整
理
す

る
書
と
し
て
、
ま
た
、
実
際

の
異
議
申
立
を
行
う
場
合
の

参
考
と
し
て
大
い
に
活
用
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
の

第
１
集
お
よ
び
第
２
集
と

も
、
多
く
の
読
者
か
ら
支
持

さ
れ
た
と
聞
い
て
お
り
、
本

書
も
ま
た
、
弁
護
士
を
は
じ

め
交
通
事
故
を
取
り
扱
う
実

務
家
の
方
々
に
と
っ
て
、
大

い
に
参
考
に
な
る
も
の
と
確

信
し
て
い
る
。

　（
Ｂ
５
判
／
２
７
６
㌻
、

保
険
毎
日
新
聞
社
刊
、
22
年

３
月
12
日
発
行
、
税
込
３
９

６
０
円
）

　
交
通
事
故
の
よ
う
な
人
身

傷
害
事
件
の
損
害
賠
償
に
お

い
て
、
治
療
を
行
っ
た
結
果

と
し
て
障
害
が
残
存
す
る
場

合
に
、
ど
の
よ
う
に
金
銭
評

価
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う

か
。

　
こ
の
問
題
に
対
し
、
わ
が

国
で
は
「
後
遺
障
害
」
と
い

う
概
念
を
設
け
、
そ
の
程
度

に
応
じ
て
損
害
賠
償
（
慰
謝

料
や
逸
失
利
益
な
ど
）
を
算

定
す
る
運
用
を
と
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
後
遺
障
害
の

有
無
や
程
度
は
交
通
事
故
で

あ
れ
ば
自
賠
責
保
険
（
損
害

保
険
料
率
算
出
機
構
）
が
判

断
し
、
後
遺
障
害
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
部
位
と
症

状
に
応
じ
て
、
最
も
重
度
で

あ
る
１
級
か
ら
軽
度
で
あ
る

14
級
ま
で
の
「
等
級
」
が
認

め
ら
れ
る
。

　
こ
の
「
後
遺
障
害
」
の

「
等
級
」
に
よ
っ
て
、
損
害

賠
償
の
金
額
も
大
き
く
左
右

さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
わ
が

国
の
人
身
損
害
賠
償
の
実
務

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
「
後
遺
障
害
」
の
「
等

級
」
が
ど
の
よ
う
な
基
準
・

考
え
方
で
認
め
ら
れ
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
法
律
実
務

家
に
と
っ
て
非
常
に
関
心
の

高
い
事
柄
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
認
定
基
準
が
公

表
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
外

部
者
が
そ
の
内
容
を
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た

め
、
自
賠
責
保
険
の
後
遺
障

害
等
級
認
定
が
準
用
す
る
労

災
保
険
の
障
害
等
級
認
定
基

準
を
参
照
す
る
な
ど
、
賠
償

実
務
の
現
場
は
大
変
な
苦
労

を
し
て
い
る
の
が
正
直
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
２
０
２
２
年
３
月
に
保
険

毎
日
新
聞
社
よ
り
発
刊
さ
れ

た
本
書
は
保
険
評
論
家
の
加

藤
久
道
氏
の
著
作
で
あ
り
、

18
年
１
月
発
刊
の
第
１
集

『
後
遺
障
害
の
認
定
と
異
議

申
立
―
む
ち
打
ち
損
傷
事
案

を
中
心
と
し
て
―
』
、
お
よ

び
20
年
９
月
発
刊
の
第
２
集

に
続
く
も
の
で
あ
る
。
第
１

集
・
第
２
集
の
テ
ー
マ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
む
ち
打
ち
損

傷
」
事
案
に
多
く
見
ら
れ
る

神
経
症
状
の
後
遺
障
害
（
主

と
し
て
12
級
・
14
級
）
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
解
説
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
交
通
事

故
に
お
い
て
頻
発
す
る
「
む

ち
う
ち
損
傷
」
に
つ
い
て
解

説
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
知
見
は
実
務
家
に
と
っ
て

も
大
変
有
用
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
本
書
は
「
部
位
別

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
」
と
の
副

題
が
付
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
自
賠
責
保
険
に
お
け
る

身
体
各
部
位
の
後
遺
障
害
認

定
実
務
を
簡
明
に
解
説
す
る

参
考
書
と
し
て
の
位
置
付
け

で
あ
る
。
後
遺
障
害
の
全
体

を
俯
瞰
し
な
が
ら
、
後
遺
障

害
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎

知
識
を
整
理
し
、
「
実
用
に

役
立
つ
参
考
書
」
と
い
う
基

本
的
視
点
に
立
っ
て
解
説
さ

れ
て
い
る
。

　
著
者
は
、
日
本
損
害
保
険

協
会
に
勤
務
さ
れ
た
経
歴
を

有
す
る
損
害
保
険
の
専
門
家

で
あ
り
、
本
書
に
お
い
て
も

豊
富
な
実
務
経
験
に
裏
付
け

さ
れ
た
知
見
が
随
所
に
示
さ

れ
て
お
り
、
法
律
専
門
家
が

「
後
遺
障
害
」
に
つ
い
て
の

知
識
を
習
得
す
る
た
め
の
良

書
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
第
１
章
「
基
本

事
項
」
、
第
２
章
「
部
位
別

認
定
方
法
」
、
第
３
章
「
ケ

ー
ス
ス
タ
デ
ィ
」
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。

　
第
１
章
の
「
基
本
事
項
」

で
は
、
後
遺
障
害
を
理
解
す

る
上
で
必
要
な
基
本
事
項
と

し
て
、
後
遺
障
害
の
意
義
、

後
遺
障
害
等
級
表
の
仕
組

み
、
認
定
の
原
則
、
認
定
方

法
の
規
定
お
よ
び
運
用
上
の

取
り
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
解

説
さ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
「
自
賠
責
保
険

に
お
け
る
後
遺
障
害
と
は
、

『
傷
害
が
治
っ
た
と
き
身
体

に
存
す
る
障
害
を
い
う
。
』

（
自
賠
法
施
行
令
２
条
１
項

２
号
）
と
さ
れ
て
い
る
」

（
３
㌻
）
。
で
は
、
傷
害
と

は
、
治
っ
た
と
き
（
＝
症
状

固
定
）
と
は
、
（
後
遺
）
障

害
の
要
件
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
―

こ
の
よ
う
な
基
本
的
事
項
が

丁
寧
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
症
状
固
定
の
判
断

『
後
遺
障
害
の
認
定
と
異
議
申
立
第
３
集

―
部
位
別
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
―
』

加
藤 

久
道
　
著

書書 　　 評評

［評者］　

平
岡 

将
人（
弁
護
士
法
人
サ
リ
ュ 

弁
護
士
）

21
の「
あ
り
そ
う
」な
事
例
で
実
践
的
知
識
提
供

　
国
土
交
通
省
が
ま
と
め

た
建
築
着
工
統
計
に
よ
る

と
、
２
０
２
２
年
２
月
の

新
設
住
宅
着
工
戸
数
は
、

前
年
同
月
比
６
・
３
％
増

の
６
万
４
６
１
４
戸
で
、

12
カ
月
連
続
の
増
加
と
な

っ
た
。
新
設
住
宅
着
工
床

面
積
は
、
同
４
・
７
％
増

の
５
２
８
万
２
０
０
０
平

方
㍍
で
、
11
カ
月
連
続
の

増
加
と
な
っ
た
。
季
節
調

整
済
年
率
換
算
値
は
、
前

月
比
６
・
４
％
増
の
87
万

２
０
０
０
戸
で
、
４
カ
月

ぶ
り
の
増
加
と
な
っ
た
。

　
利
用
関
係
別
で
は
、
持

ち
家
が
前
年
同
月
比
５
・

６
％
減
の
１
万
９
２
５
８

戸
で
、
３
カ
月
連
続
の
減

少
。
こ
の
う
ち
、
民
間
資

金
に
よ
る
持
ち
家
は
同
４

・
４
％
減
の
１
万
７
５
２

４
戸
で
、
２
カ
月
連
続
の

減
少
と
な
っ
た
。
ま
た
、

公
的
資
金
に
よ
る
持
ち
家

は
同
15
・
９
％
減
の
１
７

３
４
戸
で
、
４
カ
月
連
続

の
減
少
と
な
っ
た
。

　
貸
家
は
前
年
同
月
比
４

・
６
％
増
の
２
万
３
５
８

３
戸
で
、
12
カ
月
連
続
の

増
加
と
な
っ
た
。
こ
の
う

ち
、
民
間
資
金
に
よ
る
貸

家
は
同
７
・
４
％
増
の
２

万
２
２
２
０
戸
で
、
13
カ

月
連
続
の
増
加
。
公
的
資

金
に
よ
る
貸
家
は
同
27
・

３
％
減
の
１
３
６
３
戸

で
、
４
カ
月
連
続
の
減
少

と
な
っ
た
。

　
分
譲
住
宅
は
前
年
同
月

比
23
・
３
％
増
の
２
万
１

４
５
３
戸
で
、
先
月
の
減

少
か
ら
再
び
の
増
加
と
な

っ
た
。
こ
の
う
ち
、
マ
ン

シ
ョ
ン
は
同
43
・
５
％
増

の
９
７
２
７
戸
で
先
月
の

減
少
か
ら
再
び
の
増
加
と

な
っ
た
。
一
戸
建
て
住
宅

は
同
10
・
７
％
増
の
１
万

１
５
９
０
戸
で
、
10
カ
月

連
続
の
増
加
と
な
っ
た
。

　
地
域
別
で
は
、
首
都
圏

が
総
戸
数
で
前
年
同
月
に

比
べ
21
・
０
％
増
加
し

た
。
内
訳
は
持
ち
家
が
同

０
・
２
％
減
、
貸
家
が
同

18
・
６
％
増
、
分
譲
住
宅

が
同
41
・
１
％
増
だ
っ

た
。

　
中
部
圏
は
、
総
戸
数
が

前
年
同
月
比
で
20
・
７
％

増
。
こ
の
う
ち
、
持
ち
家

が
同
１
・
０
％
増
、
貸
家

が
同
41
・
１
％
増
、
分
譲

住
宅
が
同
30
・
１
％
増
だ

っ
た
。

　
近
畿
圏
は
、
総
戸
数
が

前
年
同
月
比
で
14
・
１
％

減
。
こ
の
う
ち
、
持
ち
家

が
同
15
・
９
％
減
、
貸
家

が
同
14
・
３
％
減
、
分
譲

住
宅
が
同
13
・
４
％
減
だ

っ
た
。

　
そ
の
他
地
域
で
は
、
総

戸
数
が
前
年
同
月
比
２
・

５
％
減
。
こ
の
う
ち
、
持

ち
家
が
同
７
・
１
％
減
、

貸
家
が
同
11
・
３
％
減
、

分
譲
住
宅
が
同
20
・
４
％

増
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
建
築
工
法
別
で

は
、
プ
レ
ハ
ブ
が
前
年
同

月
比
１
・
８
％
増
の
８
３

７
６
戸
で
、
10
カ
月
連
続

の
増
加
と
な
っ
た
。
ツ
ー

バ
イ
フ
ォ
ー
は
同
５
・
８

％
減
の
６
１
９
４
戸
で
、

２
カ
月
連
続
の
減
少
と
な

っ
た
。

国
土
交
通
省
統
計  

22
年
２
月
の
新
設
住
宅
着
工

前
年
同
月
比
６
・
３
％
増

持
家
は
３
カ
月
連
続
の
減
少


